
障害者自立支援法の障害程度区分について   



障害程度区分について  

O「障害程度区分」とは、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため障害者  
の心身の状態を総合的に示す区分  

○ 具体的には、①対象者の範囲、②報酬水準、③市町村に対する国庫負担基準  

として利用  

（参考）  

①対象者の範囲 → 生活介護（通所）の対象者は区分3以上  

→ ケアホーム対象者は区分2以上  
②報酬水準 → 短期入所 区分1：490単位 ～ 区分6：890単位  

③市町村に対する国庫負担基準  

→ホームヘルプサービス 区分1：2，290単位 ～ 区分6：18，680単位  

018年4月より順次認定を開始。18年10月から適用。なお、旧体系施設について  
は従来の区分A，B，Cを適用  

○ 介護給付についてのみ設定（訓練等給付については区分設定せず）  
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障害程度区分設定 に関する経緯  

平成16年度に障害者の介護ニーズを判定する指標に関する調査研究として、介護保険の要介  

護認定基準の有効性の評価を行ったところ、要介護認定基準は障害者自立支援法の「介護給付」  
に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。ただし、障  

害者に対する支援は、介護サービス以外にも、機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、  
これらの支援の必要度の判定には「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックと  

は別のロジックが必要と考えられた。  

これを受け、平成17年6月から全国60の市町村において、障害程度区分判定等試行事業を実  

施した。調査項目については、要介護認定調査項目（79項目）に加え、知的障害や精神障害の特  

性をよりきめ細かく把握できるよう、1）多動やこだわりなど行動面に関する項目、2）話がまとまら  

ない、働きかけに応じず動かないでいるなど精神面に関する項目、3）調理や買い物ができるかな  

ど日常生活面に関する項目など27項目を追加した106項目で実施した。  

試行事業では3障害横断的に約1800人の障害者の方が対象となり、その後、この試行事業で  

得られたデータの結果を分析し、さらに、有識者など幅広くご意見をうかがった上で介護給付に関  

する障害程度区分が策定された（なお、サービス内容の異なる訓練等給付については、区分設定  

することは見送られた。）。  
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介護給付と訓練等給付  

訓練等給付  

ホームヘルプサービス  

ショートステイ  

療養介護  

生活介護  

施設入所支援  

ケアホーム  

自立訓練  

弼労移行支援  

就労継続支援（雇用型・非  

雇用型）  

グループホーム  
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支給決定について  

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、①障害  
者の心身の状況（障害程度区分）、②社会活動や介護者、居住等の状況、③サービスの利用意向、  
④訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。   



プロセスⅠで非該当の場合  

1次判定  2次判定  

プロセスⅠ  プロセスⅡ  プロセスⅢ  

市町村審査会に  
おける総合判定  

非該当  



プロセスⅠで区分1以上の場合  

1次判定∴  2次判定  

プロセスⅠ  プロセスⅡ  プロセスⅢ  

市町村審査会に  
おける総合判定   



プロ．セスと項目群  

【プロセス】  

プロセスⅠ・・・79項目（要介護認定調査項目）に関する判定（一次判定）：障害程度区分基  

準時間を算出  

プロセスⅡ＝・IADLスコア及び行動障害スコア※による区分変更に関する判定（一次判  

定） ※行動障害スコアは、プロセスⅠで非該当の場合のみ考慮  

プロセスⅢ＝・障害程度区分基準時間、認定調査の結果、特記事項及び医師意見書を勘  

案して行われる二次判定  

【項目群】  

A項目群＝・障害程度区分基準時間の区分に関連する項目  

Bl項目群・＝調理や買い物ができるかどうかなどのIADLに関する項目  

B2項目群‥－多動やこだわりなど行動障害に関する項目  

C項目群・＝  

①話がまとまらない、働きかけに応じず動かないなど精神面に関する項目  

②言語以外の手段を用いた説明理解などコミュニケーシ］ンに関する項目  

③文字の視覚的認識使用に関する項目  

79項目   

7項目   

9項目  

8項目  

2項目  

1項目  

合計11項目  
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ポイント  

① 一次判定結果を原  案 として、特記事項、医師意見書、項目群の  
内容から、通常の例に比べてより長い（短い）時間の介護を要す  
るかを判断する。  

※ 下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変  

更することは認められず、他の事項の内容との関連を総合的に勘案することとなる。  

・プロセスⅠで非該当となった場合   

A項目群、Bl項目群及びB2項目群の項目のみによる変更は不可  
・プロセスⅠで区分1以上となった場合   

A項目群及びBl項目群の項目のみによる変更は不可  

② その際、区分変更の例（試行事業の二次判定において区分変  
更された例）等を参考指標として利用する。  
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非該当 →区分1  区分変更の例  

（事例）  

06D歳 男性統合失調症  
02軸評価精神症状8点、能力障害3点  

A項目群  調査結果   
麻痩拘縮   

麻痺（左一上肢）  
庶】葦（右一上肢）  

1－1            麻痺（左一下肢）  

麻痺（右一下肢）  

麻痺（その他）  
拘縞（肩関節）  

拘縮（肘関節）  

1「2  拘縮（股関節）  
拘縮（膝関節）  
拘縮（足関節）  

拘縮（その他）  

移動   
2－1  寝返り  
2－2  起き上がり  
2－3  座位保持  
2－4  両足での立位  
2－5  歩行  
2－6   移乗  
2－7  移動  
権条件動作   
3－1  立ち上がり  
3－2  片足での立位  
a－3 1洗身  
特別介誉彗   
4－1ア．  じよ〈そう  

4－1イ，  皮価疾患  
4－2  えん下  
4－3  食事摂取  
4－4  飲水  
4－5  排尿  
4－6  排便  
身の回り   
5－1ア．  口腔清潔   一部介助   
5－1イ．  洗顔   一部介助   
5－1ウ．  整髪   一部介助   
5－1エ．  つめ切り  

5－2ア．  上衣の着脱  
5－2イ．  ズボン等の着脱  
5－3  薬の内服  
5－4  金銭の管理  
5－5  電話の利用  
5－6  日常の意思決定  
意思疎通   
6－1  視力  
6－2  聴力  
6－3－ア  意思の伝達  
6－4－ア  指示への反応  
6－5ア，  毎日の日≡粟を‡璽解  

6－5イ．  生年月日寿いう  
6－5ウ．  短期記憶  
6－5エ．  自分の名前をいう  
6－5オ．  今の季節を理解  
6－5力．  場所の一哩解  

行動’  調査精美   
7 ア  被書的  
7 イ  作話  
7 ウ  幻視幻聴  
7 エ  感情が不安定  
7 オ  昼夜逆転  
7 カ  暴言暴行  
7 キ  同じ話をする  
7 ク  大声を出す  
7 ケ  介護に抵抗  
7 コ  常時の排循  
7 サ  落ち着きなし  
7 シ  外出して戻れない  
7 ス  1人で出たがる  
7 セ  収集癖  
7 ソ  火の不始末  
7 タ  物や衣類を壊す  
7 チ  不潔行為  
7 ツ  異食行動  
7 テ  ひどい物忘れ  
特別な医療   
8－1  点滴の管理  
8－2  中心静脈栄養  
8－3  透析  
8－4  ストーマの処置  
8－5  酸素療法  
8－6  レスピレーター  
8－7  気管切開の処置  
8－8  疫病の看護  
8－9  経菅栄養  
8－10  モニター測定  

8－11  じよくそうの処置  
8－・12  カテーテル  

Bl項目群   
9－1   調理   見守り、一部介助   
9－2．  食事の配下膳 
9－3  掃除  
9－4 ．  洗濯  
9－5  入浴の準備片付け  
9－6  買い物 見守り、一部介助   
9－7  交通手段の利用  
B2項目課   
7ト  こだわり  
7 ナ  多動■行動停止   

7 ニ  不安定な行動  
7 ヌ  自ら叩く等の行為  
7 ネ  1他を叩く等の行為 
7 ノ  興味等による行動  
7 ′ヽ  通常と違う声  
7 ヒ  突発的行動  
7 ホ  反復的行動  
C項邑群   
6－・3－  独自の賛鼠信一葦  
6－4－  書経日月の1琴健  

7 フ   過食＿一冒すう写  

ヱ＿＿＿仝  璽日義で法線的   ときどきある   
巳   封人面の不幸堅張  

7 ミ  意欲がヲl一い    7 ム  繋が壬♪まらない  
7 メ   生血力が】暴かない  
7 モ   自己の過大評価  
7 ヤ，－  経い…空く捧再鮮1  
9－8  ■女李の＃甘的認蓋  



区分変更の例  区分3 →区分4  

；プロセスⅠプロセスⅡ≠2次判定≡  

食事  排せつ  移動  清潔 保持  間接  行動  機能 訓練  医療 関連   
4．3分  10．5分  13．8分  17．1分  4．0分  5，7分  2．2分  3．3分   

判定結果＝   ；区分3；区分3‥区分4こ  

≡障害程度区分基準時間：60・9分  



（参考）  

（問）一次判定のプロセスⅠ、プロセスⅡで評価されている認定調査項目について、二次判   

定で評価することはできないのか。  

1．ニ次判定は、一次判定結果を原案として、項目群、特記事項、医師意見書の内容から、通常  

の例に比べてより長い（短い）時間の介護を要するかを総合的に判断することとなる。  

2．その際、下記については、一次判定時に考慮されていることから、これらの項目のみで変更  

することは認められない。  

（1）プロセスⅠで非該当となった場合に係るA項目群、Bl項目群及びB2項目群の項目  

（2）プロセスⅠで区分1以上となった場合に係るA項目群及びBl項目群の項目  

3．しかしながら、2の項目については、二次判定段階では、他の事項（2（2）に係るB2項目群、  

C項目群、特記事項、医師意見書）の内容との関連を総合的に勘案することとなる。  
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